
１．総合労働条件改善闘争の取り組みを推進します 
2026年総合労働条件改善闘争は、賃金・一時金・退職金に加え、労働協約の改定も含め

た、総合的な労働条件の改善を目指します。 

具体的な闘争方針については、2026年 1月に開催される幹事会において、第 112回中

央委員会議案オルグを通じて説明を行います。 

また、地区闘争会議を 2月と 4月に開催し、要求内容の立案や、闘争の結果および今後の

課題について、意見交換を行う予定です。 

 

【補強内容】 

 

 

 

２．企業内最低賃金（18歳見合い）と特定（産業別）最低賃金の改善に向けた取り組

みを強化します 

最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定める「法定最低賃金制度」があります。法定最

低賃金には、すべての労働者が適用されるナショナルミニマムとしての地域別最低賃金と、

年齢や業務などを特定した当該産業の「基幹的労働者」に適用される特定（産業別）最低賃

金があり、いずれも都道府県毎に設定されています。特定（産業別）最低賃金は企業内最低

賃金（18歳見合い）を協定化することがその改定根拠となります。 

各組織での協定化を進め法定電機最低賃金との連動を一層強めて取り組みを進めます。 

法定地域別最低賃金についても、連合静岡との連携を図って取り組みを進めます。 

 

【補強内容】 

 

 

 

 

 

 

３．総合的なセーフティネットの充実に努めます 

（１）「くらしの法律相談」の取り組み 

組合員のセーフティネットの一環として、荒巻郁雄弁護士と司法書士「しずおか りぶあら

いふ」と顧問契約を継続し、「くらしの法律相談」を引き続き実施します。顧問弁護士・顧問

司法書士の委嘱については、第３号議案で提案します。 

第１号議案 2024～2025 年度運動方針補強に関する件 

電機連合本部方針に沿い、要求段階から加盟組織と連携を深め対応します。 

静岡県における地域別最低賃金が改定された際、過去 3年連続で産業別最低賃金（特定

最賃）を上回る状況が続いています。電機連合本部と連携を図りながら、最低賃金審議

会において「特定最低賃金の必要性あり」との判断を引き出せるよう、積極的に働きか

けて参ります。 



（２）電機連合ハートフルセンターの取り組み 

ハートフルセンターは、プロのカウンセラーによる組合員やその家族からの心の相談をは

じめ、総合的なメンタルヘルスケアの窓口として広く活用されています。各会議などで加盟

組合に対するハートフルセンターの活用 PR に努めます。 

４．自主福祉運動の更なる推進に取り組みます 

（１）自主福祉を基本とした電機共済制度の展開 

目標設定は未加入者の 1.0%以上（ねんきん共済）、2.5％以上（けんこう共済）、1.0％

以上（ファミリーサポート共済）とし、中長期的には組合員の 40％加入をめざした取り組み

を進めます。目標達成に向け、幹事会でのフォローや「電機共済加入促進担当者会議」を 11

～12月に開催し、2025年の共済推進の方針や制度改善の周知を図ります。 

「ねんきん共済」「けんこう共済」「ファミリーサポート共済」そして新入社員向けの「フ

レッシャーズプラン」などの制度周知を図り加入促進を進めます。引き続き、福祉共済セン

ターと連携を取り、(株)D パートナー推進役とともに加盟組合への訪問活動やオンラインで

の個別提案活動を通じ、各組織の理解を得ながら目標達成をめざします。 

 

【補強内容】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）労働金庫・こくみん共済 coop運動の推進と㈱静岡ユニオントラベルとの連携 

労働金庫・こくみん共済 coop への派遣役員と連携を密にして、産別として組合員と家族

を含めた生活者の安心・安全を保障する自主福祉運動に取り組みます。 

労金運動については「書記長会議」、こくみん共済 coop 運動については「電機静岡こく

みん共済 coop運営委員会」を開催し、活動の推進を図ります。 

また、㈱静岡ユニオントラベルについては周知・利用促進を図ります。 

５．誰もがいきいきと働くことができる環境の実現に取り組みます 

電機連合本部および連合静岡の方針を踏まえ、ジェンダー平等の実現と仕事と家庭の両立

支援を柱に、積極的な取り組みを進めて参ります。具体的には、今期で 22年目（第 17期）

を迎える男女共同参画委員会の活動を中心に、加盟単組における取り組みの広がりを確認し

ながら、運動を展開していきます。 

年 2回の委員会では、意見交換や情報共有を積極的に行い、人材育成の観点でもメンバー

が主体的に参画することを促します。また、他産別および他地協との交流も深めていきます。

これらの活動を通じて、加盟組織における取り組みの成長を支援するとともに、職場におけ

る多様性の尊重と、誰もが安心して働ける環境づくりを目指して活動を進めて参ります。 

けんこう共済の「がん特約」について、再共済先である東京海上日動が金融庁の認可を

受け、保険料の引き上げを決定しました 。この改定は、医療費の高騰や給付金支払いの

増加などを背景に、制度の持続性を確保するための措置とされています。 

これを受けて、電機連合福祉共済センターではプロジェクトを設置し、制度見直しに向

けた議論が開始されています 。今後の制度改定に関する情報は、随時お知らせしていき

ます。 

 



６．社会貢献活動に取り組みます 
BOXティッシュ販売と冠行事などのボランティア基金活動をもとに、引き続き「カンボジ

ア支援活動」に取り組みます。また、昨年同様に「腎臓バンク推進活動」「盲導犬育成支援活

動」「フードバンクふじのくに支援活動」に取り組みます。 

カンボジア支援活動については、団を結成し現地に赴きカンボジア井戸掘りボランティア

を計画します。また、現地の状況を確認し、支援の方法などについて、改善を図ります。 

【補強内容】 

 

 

 

 

７. 政策・制度実現に向けた政治活動の取り組みを推進します 

（１）地方自治体選挙の取り組み 

上部団体から推薦要請のあった各級選挙の立候補者には、速やかに推薦手続きを行い当選

に向けて支援します。 

 

（２）第５１回衆議院選挙の取り組みについて  

先行き不透明な政局が続きますが、解散・総選挙となった場合には電機連合組織内公認候

補の「浅野さとし」氏（日立グループ連合出身・国民民主党：茨城 5区）、連合推薦候補の

当選に向けて加盟組合の力を結集して取り組みます。 

衆議院がいつ解散して総選挙になるかわからない状況にあります。県内それぞれの選挙区

について連合静岡と連携して準備を進めます。 

 

【補強内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
浅野さとし衆議院議員（電機連合政治顧問） 

静岡県腎臓バンク事務局より寄付金の収入減、物価高騰による事業費の支出増などの理

由に法人会員費を値上げする旨の連絡がありました。活動の主旨、目的等を常任幹事会

内で整理し支援についてのあり方含め検討して行きます。 

 

 

引き続き、組合員一人ひとりとの日常的な対話を重ねて政治活動に取り組む意義や電機

産業が抱える課題認識を共有するとともに、政策・制度要求の実現に向けた政治の日常

化に取り組みます。 



（３）「電機産業の未来を考える会」との連携強化の取り組み 

  本部方針に沿い「電機産業の未来を考える会」と電機産業の発展に向け連携します。 

 

 

 

（４）議員団活動の推進について 

各地区協の幹事会などで組織内議員による活動報告を行います。また地協議員団会議を開

催しながら連携を取り、政策制度要求実現に向け取り組みます。 

（５）電機連合静岡政治活動委員会の会員募集を実施します 

地協常任幹事会役員と地協直加盟組合の協力を得て、電機連合静岡政治活動委員会の会員

募集に取り組みます。 

（６）国民民主党サポーター募集の取り組み 

電機連合の政治顧問、電機連合協力国会議員（国民民主党）を支援する取り組みの一環と

して、電機連合からの要請に応じ、引き続きサポーター登録に協力します。 

８．平和運動への取り組み 

連合の平和行動に参加します。具体的な取り組み内容については、電機連合からの参加要

請をもとに加盟組合に展開します。 

９．組織拡大の取り組みを強化します 

電機連合全体の目標として掲げている「年間 2万人の組織拡大」を踏まえ、地協幹事会な

どで進捗状況を確認しながら加盟組織と連携して組織拡大を計画的に推進します。 

加えて、電機連合一括加盟組織（労連）事務局長等と連携し、加盟組合企業の未組織グル

ープ子会社・関連会社のアプローチを強化していきます。 

また、連合静岡とも連携を強化して、「組織拡大委員会」、「組織拡大プロジェクト」に参

加し情報を共有し取り組みを進めます。 

１０．中堅・中小労組への支援を強化します 

通年のオルグ活動を通じて中堅・中小労組への支援をより一層積極的にサポートしていき

ます。また、闘争時は地協地区闘会議の開催と巡回オルグを実施して当該労使による決着が

図れるよう支援を強化して参ります。 

 

 



１１．東海ブロックの活動に積極的に参画します 

電機連合東海ブロックにおける各種会議ならびに行事へ積極的に参画します。また、ブロ

ック別の本部三役巡回オルグにも対応します。 

 

（１）2025年 9月 8日（月）     最低賃金担当者会議 （三重地協設営） 

（２）2025年 9月 22日（月）～２3日（火） 事務局長会議    （愛知地協設営） 

（3）2025年 10月 29日（水）～30日（木） フォーラム議員団会議（三重地協設営） 

（4）2025年 10月 31日（金）  共済会議      （静岡地協設営） 

（5）2025年 11月 7日（金）      ユニオンセミナー  （愛知地協設営） 

              

１２．地域の労働運動・自主福祉運動の活性化に向けて継続的に取り組みます 

連合静岡と連携して政治活動、最賃審議、組織拡大、ジェンダー平等・多様性推進など地

域の労働運動に取り組みます。 

また、労福協活動および福祉事業団体の運営も含めて役員派遣の要請に積極的に対応し、

自主福祉運動の一層の発展をめざした取り組みを進めます。 

１３．各地協・各ブロックとの連携 

電機連合各地協・各ブロックとの横の連携を強化し選挙対応や交流を深める活動を進めま

す。 

 

 


